
第 １ 号 議 案  定 款 一 部 変 更 の 件  

１ ． 提 案 の 理 由  

 当 社 の 事 業 領 域 の 拡 大 お よ び 事 業 内 容 の 多 様 化 に 対 応 す る た め 、 現 行 定 款 第 ２

条 （ 目 的 ） に つ き ま し て 、 事 業 目 的 を 追 加 す る も の で あ り ま す 。  

 

２ ． 変 更 の 内 容  

 変 更 の 内 容 は 次 の と お り で あ り ま す 。  

（ 下 線 は 変 更 部 分 を 示 し ま す 。）  

現 行 定 款  変   更   案  

第 ２ 条 （ 目 的 ）  （ 条 文 省 略 ）  

（ 1） ～ （ 5）  （ 条 文 省 略 ）  

（ 新 設 ）  

 

（ 6）  （ 条 文 省 略 ）  

第 ２ 条 （ 目 的 ）  （ 現 行 ど お り ）  

（ 1） ～ （ 5）  （ 現 行 ど お り ）  

（ 6） 生 物 遺 伝 資 源 に 関 す る 製 品 開 発 、

販 売 お よ び 各 種 サ ー ビ ス の 提 供  

（ 7）  （ 現 行 ど お り ）  

 

 

 


